
報告第７号 

   令和２年度芽室町健全化判断比率及び資金不足比率報告の件 

 令和２年度芽室町健全化判断比率及び資金不足比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により報告するもので

あります。 

  令和３年９月２２日提出 

芽室町長 手 島   旭 
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令和２年度決算に基づく健全化判断比率 

                           （単位：％） 

項   目 健全化判断比率 早期健全化基準 

① 実質赤字比率 － １３．９３ 

② 連結実質赤字比率 － １８．９３ 

③ 実質公債費比率 ４．４  ２５．０ 

④ 将来負担比率 ５８．５ ３５０．０ 

 ＊実質赤字額及び連結実質赤字額はなし。 

 

 

令和２年度決算に基づく資金不足比率 

                           （単位：％） 

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

上水道事業会計 － ２０．０ 

公立芽室病院事業会計 － ２０．０ 

下水道事業会計 － ２０．０ 

簡易水道特別会計 － ２０．０ 

地域開発事業特別会計 － ２０．０ 
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第１ 審査の概要 

１ 審査の対象 

(1) 健全化判断比率 

・ 実質赤字比率 

・ 連結実質赤字比率 

・ 実質公債費比率 

・ 将来負担比率 

(2) 資金不足比率 

・ 上水道事業会計 

・ 公立芽室病院事業会計 

・ 下水道事業会計 

・ 簡易水道特別会計 

・ 地域開発事業特別会計 

 

２ 審査の期間 

 令和３年８月３１日 

 

３ 審査の方法 

令和２年度芽室町一般会計、特別会計及び事業会計の決算等に基づき、

町長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにこれらの算

定の基礎となる事項を記載した書類について、計数の正確性及び財政状

況の健全性について審査するとともに、必要に応じて関係職員からの説

明を聴取し、審査の参考としました。 

 

第２ 審査の結果 

１ 総合意見 

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率は、関係法令の規定

に基づいて適正に算定されていました。 

また、算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも正確に作成

されているものと認めました。 

なお、審査に付された比率については次のとおりです。 
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２ 健全化判断比率 

（健全化判断比率）                    (単位：％) 

 項   目 
令 和 

２年度 

令 和 

元年度 

早期健全

化 基 準 

財政再生 

基  準 

実 質 赤 字 比 率 － － 13.93 20.00 

連 結 実 質 赤 字 比 率 － － 18.93 30.00 

実 質 公 債 費 比 率 4.4 4.0 25.0 35.0 

将 来 負 担 比 率 58.5 19.7 350.0  

 

  (1) 実質赤字比率 

 実質赤字比率は、対象となる一般会計の歳入歳出差引額から、翌

年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額が黒字であること

から、表示されていません。 

   

(2) 連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率は、対象となる一般会計及び５特別会計並びに３

事業会計の実質収支額の合計額が黒字であることから、表示されて

いません。 

 

(3) 実質公債費比率 

実質公債費比率は、一般会計が負担する元利償還金及び準元利償

還金の標準財政規模に対する比率で、過去３年間の単年度の実質公

債費比率を平均して算出した当年度の実質公債費比率は、対前年度

比 0.4 ポイント増の 4.4％となり、早期健全化基準である 25.0％を

20.6 ポイント下回っています。 

単年度の実質公債費比率も前年度に比べ上回っており、その要因

は、公共下水道・集落排水・個別排水が特別会計から事業会計とな

り繰入額が増加するなど、比率の分子となる「地方債の準元利償還

金(B)」の増加及び「元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要

額算入額(D)」のうち、比率の分子・分母から除算される地方債の償

還終了よる減少などで、３か年平均でも悪化する結果となりました。 
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（実質公債費比率）                      （単位：千円） 

項    目 
金   額 

令和２年度 令和元年度 平成 30 年度 

地 方 債 の 元 利 償 還 金(A) 797,383 801,951 775,534 

地 方 債 の 準 元 利 償 還 金(B) 351,091 301,116 323,316 

地方債償還に充当される特定財源(C) 55,218 61,906 67,474 

元利償還金・準元利償還金に係る 

基 準 財 政 需 要 額 算 入 額（D） 
761,337 759,378 769,754 

標 準 財 政 規 模(E) 7,361,260 7,262,824 7,149,329 

①  ( A + B ) - ( C + D ) 331,919 281,783 261,622 

②     ( E - D ) 6,599,923 6,503,446 6,379,575 

実質公債費比率単年度(①/②×100) 5.02913 4.33283 4.10093 

実 質 公 債 費 比 率 

 ( ３ か 年 平 均 値 ) 
4.4% 

早 期 健 全 化 基 準 25.0% 

財 政 再 生 基 準 35.0% 

 

(4) 将来負担比率 

将来負担比率は、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準

財政規模に対する比率で、令和２年度決算においても早期健全化基準

の 350.0％を大きく下回ってはいるものの、前年度より 38.8 ポイン

ト増の 58.5％となりました。 

この要因としては、比率の分子となる「将来負担額(Ａ)」のうち、

「地方債現在高(a)」における役場庁舎建設事業債や哺育育成施設整

備事業債、芽室小学校体育館等改修事業債等の地方債の新規借入が増

加したことによるもので、前年度より悪化する結果となりました。 
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(将来負担比率) 
 

    (単位：千円) 

項           目 
金            額 

前年度比  

令和２年度 令和元年度 比較増減 

将来負担額 

(a+b+c+d+e+f+g+h=Ａ) 
15,797,020 13,402,174 2,394,846 117.9% 

当年度末一般会計等地方債現在高(a) 12,272,187 10,065,943 2,206,244 121.9% 

債務負担行為に基づく支出予定額(b) 492,772 440,789 51,983 111.8% 

一般会計等以外の特別会計に係  

る地方債償還に充てるための一  

般 会 計 等 か ら の 繰 入 見 込 額(c) 

2,028,614 1,804,009 224,605 112.5% 

組合等が起こした地方債の償還  

に 係 る 負 担 等 見 込 額(d) 
145,584 157,920 △12,336 92.2% 

退職手当支給予定額に係る一般  

会 計 等 負 担 見 込 額(e) 
857,863 933,513 △75,650 91.9% 

設立法人の負担の額等に係る一 

般 会 計 等 負 担 見 込 額(f) 
0 0 0 － 

連 結 実 質 赤 字 額(g) 0 0 0 － 

組合等連結実質赤字額相当額の  

う ち 一 般 会 計 等 負 担 見 込 額(h) 
0 0 0 － 

充 当 可 能 財 源 等(i+j+k=Ｂ) 11,935,393 12,119,887 △184,494 98.5% 

充 当 可 能 基 金 額(i) 2,775,490 3,378,353 △602,863 82.2% 

充 当 可 能 特 定 歳 入 額(j) 103,985 136,172 △32,187 76.4% 

地方債現在高等に係る基準財政  

需 要 額 算 入 見 込 額(k) 
9,055,918 8,605,362 450,556 105.2% 

標 準 財 政 規 模(Ｃ) 7,361,260 7,262,824 98,436 101.4% 

元利償還金・準元利償還金に  

係る基準財政需要額算入 額(Ｄ) 
761,337 759,378 1,959 100.3% 

① Ａ － Ｂ 3,861,627 1,282,287 2,579,340 301.2% 

② Ｃ － Ｄ 6,599,923 6,503,446 96,477 101.5% 

将 来 負 担 比 率（①／②×100） 58.5% 19.7% 38.8%  

早期健全化基準 350.0%   
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健全化判断比率は、全ての指標において早期健全化基準以下となりま

したが、特に実質公債費比率や将来負担比率の算定に係る地方債及び公

営企業への繰出金、債務負担行為などの公債費に準ずる経費は、削減や

先送りができないものであり、こうした経費の増大は各指標を悪化させ、

結果として財政の弾力性が失われることになります。 

今後においても、新規地方債の抑制や公営企業に対する繰出金及び債

務負担行為の適正化を図り、歳入に見合う歳出の確保により各指標の改

善に努め、健全財政の維持を期待するものであります。 

 

３ 資金不足比率 

(資金不足比率)               (単位：％)                   

会  計  名 資金不足比率 経営健全化基準 

上 水 道 事 業 会 計 － 20.0 

公 立 芽 室 病 院 事 業 会 計 － 20.0 

下 水 道 事 業 会 計 － 20.0 

簡 易 水 道 特 別 会 計 － 20.0 

地 域 開 発 事 業 特 別 会 計 － 20.0 

 

資金不足比率は、法適用企業に分類される上水道、公立芽室病院及び

下水道の３事業会計並びに法非適用企業に分類される簡易水道及び地域

開発事業の２特別会計の資金の不足額が、事業の規模に対してどの程度

あるかを示す比率であり、全ての会計において資金不足は生じていない

ことから、比率は表示されていません。 

昨年度資金不足比率が発生した公立芽室病院事業会計は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により患者数が減少し、入院・外来収益の減少に

より比率の分母となる事業規模が減少した一方、新型コロナウイルス関

連の補助金の増額等により、比率の分子である資金不足額が解消された

ことから、資金不足は発生しませんでした。 

公立芽室病院の医業収支は依然として厳しい状況にありますが、町内

で唯一の入院機能を持つ医療機関であり、基幹病院として地域住民から

信頼される病院づくりに努め、更なる経営の安定化を期待するものであ

ります。 
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